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主催：一般社団法人日本マンション管理士会連合会

共催：ＮＰＯ法人福岡県マンション管理士会

後援：マンション管理センター・福岡県・福岡市・北九州市・久留米市・佐賀県・佐賀市

初めての試みの、長期間、多岐にわたる開催場所でしたが、会員の皆様のご協力で無事に終了する

ことができました。　ありがとうございました。

月　　日 地　区 開催会場 相談件数 相談員

10月3日（土） 福岡市 あすみん 3件 11名

10月４日（日） 久留米市 サンライフ久留米 5 10

10月10日（土） 佐賀市 佐賀市民活動プラザ 1 4

10月11日（日） 福岡市 当法人事務所 1 2

10月17日（土） 北九州市 市立商工貿易会館 1 9

10月18日（日） 福岡市 当法人事務所 2 2

10月24日（土） 福岡市 あいれふ 23 10

10月25日（日） 福岡市 当法人事務所 1 2

計 37 50

  今回の一連の無料相談会に寄せられた相談内容の主なものが、２０ページの『相談事例』に掲載

されています。ご参照ぐださい。
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当日は、猛暑の中５組６名の方が来場され熱心に問題点等を相談されました。

主な相談事例

ה ─ ⅛╠ ⅜∆╢⁸≤ ⅜ ∑╠╣≡™╢⁹≥℮ ⇔√╠™™⅛⁹

ה ─ ⅜ ™⁹

ה ⅜ ─™™⌂╡≢ ⇔≡™⌂™⁹

役員も毎年交代の輪番制なのでマンション運営に関心がない。

マンション管理の適正化はあきらめるべきなのでしょうか。

ה ⱴfi◦ꜛfi╩ ⇔≡™╢⁹∕─ ⅜ ™╟℮⌂ ⅜∆╢⁹

ה ─ ─ ⅜ ⇔≡™╢⁹ ∂ ⌂─≢ ⇔≠╠™⁹

♩♇Ɑה ─ ∞⅜⁸ ⅜ №╢⁹≥℮⇔√╠™™⅛⁹

一般社団法人日本マンション管理士会連合会

ＮＰＯ法人福岡県マンション管理士会

事務局長　安部　靖弘

開催日：平成21年8月29日（土）14：00～16：45

場所：ホテル銀座ラフィナ－ト

東京都中央区銀座1-26-1

[定時総会]　議題は別添付資料のとおりです。

伊藤会長より総会に際し挨拶があった。

法人化して最初の総会であることや、つい一か月前に臨時総会を開催し、会費値上げ等の案件で

ご無理をお願いした。

今年度は、国土交通省補助事業である「マンション等安心居住推進事業」の当会受託事業を成功

させることに重点を置きたい。

議事に入る前に、議決権数の確認があり、本大会は有効であることを確認した。

 [ミニセミナー]　時間の都合で割愛されました（書類のみ受領）
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第1回定時総会で

挨拶する伊藤会長

[議案書の概要と意見]

①会員数 退会　杉並マンション管理士会

退会　熊本県マンション管理士会

現在46団体（マンション管理士は約2000名）

②第1号議案から第2号議案　出席者全員賛成と議決権者、委任者全員賛成で議決されました。

③第3号議案　　第２期事業計画（案）

１、事業実施方針

・事務局体制を中心に組織基盤の充実

・国土交通省及び関連団体との連携強化

・当会の存在意義及び活動状況の周知の拡大

・当会所属マンション管理士の活動支援をおこなう

２、事業予定

・全国のマンション管理士団体の連絡調整

・全国合同研修会を平成22年1月23日（土）福岡市で開催

・国策事業に積極的に応募し、会員及び会員所属マンション管理士への活動機会の

提供をおこなう

・全国一斉マンション管理士相談月間（平成21年10月）を実施し、マンション管理士

制度の認知の拡大をおこなう

・当会統一マークを考案し、会員章などの作成・配布の検討をおこなう

・倫理規定などを制定し、組織統制の基盤整備し、マンション管理士業務の国策認定

業務を確保する

・マンション管理士賠償責任保険制度創設の検討

・ＡＤＲ機関の認証取得のための活動をおこなう

・会員の交流を目的とする各種イベントを開催する

④第4号議案　第2期損益予算書（案）

添付資料参照願います

⑤以上の議案に対する質問と意見（要旨）

・全国一斉マンション管理士相談月間（平成21年10月）について

各会開催場所を1箇所に限定せず、柔軟に対応願う

-  3  -



・モデル事業補助金は特別会計の予算書とする

・事務局は月・水・金の週3日出勤で15万とする

・国交省偏重ではないか

・倫理規定・行動基準を制定するのは当たり前

⑥第5号議案　定款変更について

⑦第6号議案　役員選任の件

⑧議決 ・3号議案、4号議案の議決は議決件数93.4％、賛成72.6％の多数により議決された

・5号議案、6号議案も議決件数93.4％、賛成72.6％の多数により議決された

以上で全ての議案を終了した。

予定時間を大幅にオーバーしたため、ミニセミナーを割愛した。

⑨懇親会

引き続き、別室にて関係各界より来賓の方にきていただき懇親会を開催した

  平成21年9月26日（土曜日）午前10時より、京都において、全国事務局長研修会が開催され、当会

から河崎が代理出席した。

研修会では、下記の議題について講習、研修が行われた。

① ＡＤＲ制度に関して。

② 倫理規程導入試案の検討。

③ 各県管理士会の、行政とのタイアップ状況発表。

この議題に関しては、当会の状況を発表し、行政支援の有料の相談会を複数開催している

のは当会だけであるとして、高い評価を得た。

又、閉会後のレセプションでは、一言意見を求められたので、1月の全国研修会にぜひ多数

のご参加をと要請した。

以上

⸗♦ꜟ
ʝ ᶧ ˲ Ṳ̝ ֻ̝

̝ᴣֺ̝Ӵ̬ ᾚ ʹ̝ σ

  10月12日（土曜日）午後2時から、福岡市中央区大名の「福岡市立青年センター・あすみん」にて

「会員各会単位指導研修会」が開催された。

当会が日管連本部より取りまとめを依頼され、福岡会場として九州各県のマンション管理士会にも参加を
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呼掛け、24名の参加をいただきました。

第一部　「マンション未来ネット」

第二部　「マンション管理サポートネット」

第三部　「長期修繕計画ガイドライン」

第四部　「各会情報交換」

日管連本部から村上事務局長が来場され、活発に質疑応答などがされた。

研修内容は今後の、マンション管理士としての活動に大いに参考になるものばかりでした。

⸗♦ꜟ
ʝ ᶧ ˲ Ṳ̝ ֻ̝

ʹ̝ σ

  11月28日（土曜日）午後1時から、福岡市中央区大名の「天神パークビル」会議室にて

「スキルアップ研修会」が開催された。

当会が日管連本部より取りまとめを依頼され、福岡会場として九州各県のマンション管理士会にも参加を

呼掛けました。

参加者も３６名と多数参加をいただきました。

第一部　「マンション管理士としての社会的責務（マインド）」

第二部　「相談及びコンサルタント実例紹介」

第三部　「判例から見た最近のマンション管理問題と判例の読み方・利用の仕方」

日管連本部から伊藤会長が来場され、活発に質疑応答などがされた。DVDをみながらの講演でしたが、

講師陣が素晴らしく、現在バリバリの第一線で活躍されているばかりの方々ばかりです。

実例も多く、今後のマンション管理士の活動に大いに役立つものと確信しました。

参加者の質問に答える

伊藤会長
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　開催日時：12月13日（日）１３：３０から

　参加費：無料

　申込締切：12月8日（火）

　定員：30名（先着順）

　会場：福岡リーセントホテル２階クリスタルルーム

福岡市東区箱崎２-５２-１

℡092-641-7741

駐車場有

　主催：月刊   Wendy  協力：ＮＰＯ法人福岡県マンション管理士会

　協賛：西日本新聞社

　講座内容：第一部　「マンション管理士からの提言」

講師：ＮＰＯ法人福岡県マンション管理士会

理事長　永松　久實

第二部　「管理会社はこうやって活用する」

第三部　「快適な住環境維持のために」
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  9:30 

1

日本マンション学会理事　弁護士

日本マンション学会理事　弁護士

（財）マンション管理センター総合研究所主席研究員

一般社団法人日本マンション管理士会連合会会長

コーデネーター ＮＰＯ法人福岡県マンション管理士会

NPO法人福岡県マンション管理士会
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平成21年11月26日

国土交通省モデル事業「第3回マンション管理士合同研修会福岡大会」のご案内

平成21年2月大阪市での第2回合同研修会に引き続き、第3回合同研修会を開催します。

日時：平成22年1月23日（土曜日）午前10時から午後4時45分

場所：福岡市健康づくりセンター10階　（あいれふホール）

対象：全国のマンション管理士及びマンション管理に関心のある方

参加料：無料

  マンション管理士の資格が社会に登場して7年がたちました。資格名の社会への浸透度にはまだ不

十分ですが、徐々に各地のマンション管理組合や行政とのタイアップ業務で実績があがってきています。

  本年には国土交通省補助事業として「マンション等安心居住推進事業」が展開され、ようやくマンション

管理士が業として生かされる環境が整いつつあります。

  しかし、一方ではマンション管理士という資格にマッチした知識、経験が完備されているでしょうか。

各自なりに実務を通してまたセミナー等に参加され学習されている方も多いことでしょう。

更なるスキルアップを求めて、研鑽の場を積むことは大変有意義なことと存じます。

  今回の第3回マンション管理士合同研修会は、管理士会に所属するマンション管理士同士はもちろん

のこと、いまだどの組織にも属していない全国のマンション管理士も共に一同に会して、マンション管理

士を取り巻く状況を共に理解し、実務展開されているマンション管理士の実践報告を共に聞き、参加し

たひとりひとりがお互いにマンションを語り合う機会を提供する場として企画しました。

  日管連も九州地区の管理士会もまだまだ発展途上の組織です。今会の開催を機に日管連も我々も

一段と成長していくことを願ってやみません。

  全国のマンション管理士の皆さんがひとりでも多く参加されることを願っています。

参加申し込み締め切りは１２月31日までです。

第3回マンション管理士合同研修会福岡大会実行委員会
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福岡市からの報告書 平成２１年１１月

福岡市住宅政策課

平成２１年１０月２４日（土） １３時２０分～１６時１０分

福岡市健康づくりセンター「あいれふ」 １０階ホール

（福岡市中央区舞鶴２丁目５番１号）

■ 講演１ 「大規模修繕を成功させる５つのポイント」（８０分）

講師：（財）マンション管理センター   技術部長   奥西  幸夫  氏

■ 講演２ 「マンション管理にも主体性が必要です」 （３０分）

講師：国土交通省  九州地方整備局  建政部  計画・建設産業課

不動産第二係長   永末  俊明  氏

■ 講演３ 「ビル陰・マンション等の共同施設での

 地上デジタル放送の着実な受信に向けて」（３０分）

講師：総務省  九州総合通信局  有線放送課長   蔵治  隆  氏

福岡市、福岡県、（財）マンション管理センター

住宅金融支援機構 九州支店、（財）福岡県建築住宅センター

国土交通省、福岡県マンション対策連絡協議会

（社）高層住宅管理業協会、ＮＰＯ法人福岡県マンション管理士会

九州マンション管理士等教会、ＮＰＯ法人福岡県マンション管理組合連合会

ＮＰＯ法人福岡マンション管理組合連合会

ＮＰＯ法人マンション管理組合適正運営ネットワーク

ＮＰＯ法人マンション再生支援ふくおか

ふくおか市政だより（９月１５日号）、福岡市ＨＰ、ちらし（各区役所等配布）

マン管センターＨＰ、後援団体によるちらし配布等

申込者：２３６名（定員：３００名、応募率 ７８．７％）

参加者：２０６名（参加率：８７．３％）

講師３名、事務局１０名

Ⅰ  事前申込による集計結果

Ⅱ  受講者アンケート集計結果

Ⅲ  受講者の感想等
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１０４名 （回答率 ５０．５％）

２０６名

１． 参加者年齢

未回答2 ２０歳代3

７０歳以上23 ３０歳代5

６０歳代40 ４０歳代14

５０歳代17 ５０歳代17

４０歳代14 ６０歳代40

３０歳代5 ７０歳以上23

２０歳代3 未回答2

２． 参加者属性（複数回答）

その他10

管理業務主任等12

マンション管理士等16

設計事務所・施行業者等1

管理会社等11

役員未経験者4

役員経験者34

管理組合役員49

３． マンション管理基礎セミナー受講回数

未回答1 １回目55

７回以上11 ２回目10

４～６回12 ３回目15

３回目15 ４～６回12

２回目10 ７回以上11

１回目55 未回答1

２０歳代

3%

３０歳代

5%

４０歳代

14%

５０歳代

16%
６０歳代

38%

７０歳以上

22%

未回答

2%

2

23

40

17

14

5

3

0 10 20 30 40 50

未回答

７０歳以上

６０歳代

５０歳代

４０歳代

３０歳代

２０歳代

単位：人

10

12

16

1

11

4

34

49

0 10 20 30 40 50 60

その他

管理業務主任等

マンション管理士等

設計事務所・施行業者等

管理会社等

役員未経験者

役員経験者

管理組合役員

単位：人

１回目

53%

２回目

10%

３回目

14%

４～６回

11%

７回以上

11%

未回答

1%

1

11

12

15

10

55

0 10 20 30 40 50 60

未回答

７回以上

４～６回

３回目

２回目

１回目

単位：人
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４． セミナー開催の情報入手先（複数回答）

その他6

知人に誘われて9

ＮＯＰ等の広報誌11

管理会社からの紹介7

新聞7

ホームページ（市・その他）6

チラシ15

福岡市からの案内（チラシ・メール）20

ふくおか市政だより40

５． 管理組合専用ポストの有無

未回答33 あり45

その他5 なし21

なし21 その他5

あり45 未回答33

６． マンション管理に関する情報の入手先（複数回答）

その他13

市販書籍18

福岡市32

マン管センター22

ＮＰＯ団体など38

管理会社46

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

その他

知人に誘われて

ＮＯＰ等の広報誌

管理会社からの紹介

新聞

ホームページ（市・その他）

チラシ

福岡市からの案内（チラシ・メー…

ふくおか市政だより

単位：人

あり

43%

なし

20%
その他

5%

未回答

32%

33

5

21

45

0 10 20 30 40 50

未回答

その他

なし

あり

単位：人

13

18

32

22

38

46

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

その他

市販書籍

福岡市

マン管セン

ター

ＮＰＯ団体など

管理会社

単位：人
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７． 講義に関する評価

講演１ 大規模修繕を成功させる５つのポイント

良い77 できた53

普通16 普通37

悪い1 できなかった4

未回答6 未回答6

講演２ マンション管理にも主体性が必要です

良い73 できた50

普通13 普通26

悪い0 できなかった0

未回答14 未回答15

講演３ ビル陰・マンション等の共同施設での地上デジタル放送の着実な受信に向けて

良い40 できた50

普通17 普通26

悪い1 できなかった0

未回答42 未回答15

良い

77%

普通

16%

悪い

1%

未回答

6%

講演１：テーマ選定

できた

53%

普通

37%

できなかっ

た

4%

未回答

6%

講演１：理解度

良い

73%

普通

13%

悪い

0%

未回答

14%

講演１：テーマ選定

できた

55%

普通

29%

でき

な

かっ

た

0%

未回答

16%

講演１：理解度

良い

40%

普通

17%

悪い

1%

未回答

42%

講演１：テーマ選定

できた

55%

普通

29%

でき

な

かっ

た

0%

未回答

16%

講演１：理解度
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８． 次回以降のセミナーで取り上げて欲しいテーマ

その他12

マンション管理士について5

マンション管理適正化推進法4

修繕積立金の受入・融資制度7

大規模修繕工事の進め方20

長期修繕計画立案14

自主管理・運営の手法19

委託管理・管理会社24

相談事例からみた管理運営21

判例に学ぶ管理運営15

建替について9

耐震・务化診断17

マンションへのＩＴ化7

ガス配管の維持保全5

理事長就任にあたっての心構え7

管理組合運営の実務21

共用部の損害保険6

管理費未収金対策20

ペット飼育などの使用細則12

区分所有法・管理規約11

９． 次回セミナーの開催日時についての希望

平日（月～金）13 ９～１２時の間11

土・日・祝日49 １３～１７時の間78

いずれでも可33 １７～２０時の間3

未回答5 未回答8

12

5

4

7

20

14

19

24

21

15

9

17

7

5

7

21

6

20

12

11

0 5 10 15 20 25 30

その他

マンション管理士について

マンション管理適正化推進法

修繕積立金の受入・融資制度

大規模修繕工事の進め方

長期修繕計画立案

自主管理・運営の手法

委託管理・管理会社

相談事例からみた管理運営

判例に学ぶ管理運営

建替について

耐震・务化診断

マンションへのＩＴ化

ガス配管の維持保全

理事長就任にあたっての心…

管理組合運営の実務

共用部の損害保険

管理費未収金対策

ペット飼育などの使用細則

区分所有法・管理規約

単位：人

平日（月～

金）

13%

土・日・祝

日

49%

いずれで

も可

33%

未回答

5%

【曜日】

９～１２時の

間

11%

１３～１７時

の間

78%

１７～２０時

の間

3%
未回答

8%

【時間帯】
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１． 申込者の居住地等

法人52

福岡県外2

その他市外（県内）4

糟屋郡2

春日市2

前原市3

大野城市5

久留米市5

筑紫野市7

筑後市11

西区10

早良区21

城南区17

南区12

中央区54

博多区10

東区19

２． 居住地の割合（法人を除く）

福岡市内78

福岡県内（福岡市除く）21

県外1

52

2

4

2

2

3

5

5

7

11

10

21

17

12

54

10

19

0 10 20 30 40 50 60

法人

福岡県外

その他市外（県内）

糟屋郡

春日市

前原市

大野城市

久留米市

筑紫野市

筑後市

西区

早良区

城南区

南区

中央区

博多区

東区

単位：人

福岡市内

78%

福岡県内（福

岡市除く）

21%

県外

1%
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■ 講演１ 大規模修繕を成功させる５つのポイント

意見

 マニュアルとデータによるレクチャーは大変参考になった

 分りやすく資料がまとまっていてよかった

 資料が見やすく参考になる内容だった

 資料は２～３ページの内容でも良いと思う

 大規模修繕の実務が理解できた

 もう尐し具体的に大規模修繕の方法が知りたかった

 具体的な金額事例がほしい

 困難にぶつかった事例がほしい

 尐し聞こえづらいところがあったので、もう尐しゆっくり説明してもらえるとよかった

■ 講演２ マンション管理にも主体性が必要です

意見

 管理会社が昨年管理費に手をつけて新聞ＴＶに出たので身近に思えた

 適正化法施行規則改正の解説は時宜を得たものだった

 資料も見やすく分りやすかった

 ポイントを把握し易かった

 勉強になり力付けられた

 内容がよくわかった。 法律がよくわかり資料がまとまっていた

 法の厳格化・管理費の管理方式は心新たに管理会社を見直したい

 分別管理については、通帳の扱い等の具体的な説明についても聞きたい

■ 講演３ ビル陰・マンション等の共同施設での地上デジタル放送の着実な受信に向けて

意見

 地デジへの必要性がよくわかった。

 デジタル化の必要性が理解できた

 電波塔が異なると聞いているので、もっと具体的な話も聞きたい

 受信障害の確認はどうすればよいのかが知りたい

 原稿に頼らず自分の言葉で語られたのがよかった

 話し方がもう尐しゆっくりでも良かった
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■ その他（事務局への要望等）

意見

 今回初めての参加で非常に役にたちそうだ

 このような企画の永続を希望する

 スライド式で丁寧に項目がカラーでよくわかった

 身近な問題のセミナーであり大変参考になった

 パワーポイントを活用した講義で理解できた

 時間があればまた来たいと思う

 頭に残ることが尐なく家に帰ってまた資料を見直さなければと思う

 要点のみゆっくりとめり張りつけて話して頂ければと思う

 照明が暗く手持ち資料が見えにくいので画面から指図するなど説明の工夫が欲しい

 受講時の照明を明るくしてほしい

 多尐聞きとりにくいので、マイクのボリュームを上げて欲しい

 団地型を対象にしたセミナーも考えていただけるとありがたい

 高齢化による役員人材不足の解決策について聞きたい

 大規模修繕ＶＳ建替えについて聞きたい

 管理組合の置かれている実態にあわせた具体的なセミナーを実施してほしい

 家賃管理費の未集金問題、滞納のない予防管理法について聞きたい

 市内のマンション修理する会社名。工事の一般的金額等が知りたい

 都心中心地でのマンション問題として立体駐車場の関係の情報が欲しい

 新しい第三者管理方式を採用するマンションのあり方を知りたい

 管理組合の業務について行政で確実な指導ができるシステムの確立が必要

 ホームページ上に管理の質疑応答が可能な方法があれば良い
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  今回は特に記述すべきことがありませんので、管理組合の法人化につき経験的な説明をしたいと思い

ます。

法人化の実情

  平成１４年の区分所有法改正に伴い、管理組合の法人化は制限が緩和されましたが、実際に法人に

するところは尐ない現状です。

いまだ、そのメリットが理解されていないのも一つの要因であろうと思われます。

管理士としては、どのような管理組合を法人とすべきか、メリットとデメリットは何なのかを知っておくべき

だと考えます。

法人化した方が良い管理組合

１．  不動産を取得する場合

  マンションの近隣に駐車場用などで土地を購入したり、区分所有物件を買い取り集会場や管理員

室などに利用するなどの目的で取得する等、不動産を取得する場合は法人にすべきです。

規約共有部分とする予定があっても、一時的ではあっても、個人名義とすることは避けるべきだと

考えます。

２．  管理費・修繕積立金等の未納が多い場合

  法的処置を取る可能性が多く発生する場合、またはこれらを予防する目的で管理組合の立場の

強化を考える場合は管理組合を法人にすることも１つの対策になります。

法人でない管理組合は次の３種類に分類されると考えられます。

ａ. 権利能力なき社団

  次の用件を備えている管理組合である必要があります。

・ 団体としての組織を具備していること。

具体的には管理規約などが整備されていること。

・ 多数決の原則が行われていること。

・ 構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続していること。

・ 組織の代表（選任など）の方法、総会の運営、財産の管理、その他団体としての主要な点が

確定しているもの。 （最高裁昭和３９年１０月１５日民集１８．８．１６７１）

ｂ. 民法上の組合

  当事者が出資をして共同の事業を営むことを約したと考えられる場合。  （民法第６６７条）

ｃ． その他の団体

これらの区分により法的立場が異なるため、仮に訴訟等を行う場合、原告人または被告人に誰が

なれるのかなどを確定する必要があり、本来の訴訟の前に、これらの区分確認の作業を裁判所が

行います。時間と費用の負担は当然に発生します。

管理組合が法人であれば、当然に法人自体に人格があり、その代表者（法人の理事）に法的な立

場が与えられています。

３． 大規模の管理組合

  組合員の数が多くなれば、積立金等の滞納率や各種の問題発生率が小さいとしても、必然的に

それらの件数は大きくなります。
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法的対策などの管理組合の負担は大きくなりますので、法人化のメリットも大きくなることと思われ

ます。

４． 自主管理または外部取引の多い管理組合

  物品購入など簡単な取引をする場合はたいした問題もありませんが、継続的な契約などを多数

始めようとする場合などでは、取引相手は管理組合をどのような団体なのか、直接折衝・契約する

人はどのような立場なのか、長期にわたる取引や代金支払に支障はないのかなど不安を感じるも

のです。法人であれば所在地も組織も、代表者も簡単に判明しますので、ある程度の信頼性がある

というものです。

デメリット

１． 登記義務

  代表権を持つ管理組合法人の理事が変更になった場合、２０日以内に変更登記をしなければなり

ません。登記手続を管理組合自身、または管理会社の担当者が行う場合、費用はほとんどかかりま

せんが、司法書士に依頼する場合は手数料を負担する必要がでてきます。

２． 納税義務

  原則としては法人税の均等割部分が課税されることになっています。ただし、営利活動のない管

理組合の場合、ほとんどの地方で免税されていて、実際に課税されたという話を聞いたことはあり

ません。市町村の税務課に問合せをすると良いでしょう。

営利活動とは、管理組合が組合員以外から実費以外の金銭を受け取ることを言い、例えば有料駐

車場、会議室の有料貸し出し、屋外に自動販売機を設置、物品等販売・斡旋などを行う場合で、

法人でなくても納税義務はあります。

３． 電話対応等

  法人の代表者（理事）には 法人に関係した多くの電話がかかってきます。

そのほとんどは税務に関するもので、例えば公共機関から納税申告や税務説明会の案内、税理

研究会や法人会などから税務研修会などの案内、その他寄付行為に近いものまでさまざまな電話

が掛かってきたり、文章が送り付けられることがあります。

特に法人設立から ２～３年くらいは数が多いと思われます。

電話で『当方は営利活動をせず、納税義務もありません。』と返事をしていると徐々に尐なくなって

きます。

法人化の手順

１． 理事会での合意

  後の手続や手間のかかることも多くありますので、総会の２～３ヶ月前までには合意しておきましょ

う。

２． 理事の案

  法人の理事とは法人の代表者のことで、管理組合の理事とは異なります。法人の理事は管理組合

の理事長に近いもので、法人の理事と法人でない管理組合の理事を混同するといけません。

従って以降の文章では区分するために法人理事・組合理事と書くことにします。

法人理事は１人でもかまいませんが他の体制も存在します。

・ 単独の理事

法人理事を１人に決める場合で、法人化以前の理事長がこれに就任することが多いでしょう。

・ 複数の理事

複数の法人理事がそれぞれに代表者となることができます。

・ 複数の理事で協議制にする
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複数の理事が協議制を採り、その中の１人が代表者となります。

これら複数の理事を共同代表理事といいます。

法人の管理組合では監事が必要条件となりますので、その候補も決めておくべきです。

法人になる前の監事が決まっている場合、その人をあてるのが一般的です。

理事会を構成する法人理事と代表権のない理事はまぎらわしいので『役員』などと他の呼び方にす

ることも可能ですから検討しておくと良いでしょう。

３． 登記準備

  登記するには、法人理事の印鑑証明が必要です。登記予定日の３ヶ月以内になるように準備して

おきます。 また、法人化決議の組合総会の議事録も必要ですので、総会後すぐに作成できるよう

に考えておくことも必要です。

４． 管理規約の準備

  絶対用件ではありませんが、管理規約が法人でないままでは何かと不便があります。

法人化以後の管理規約を準備しておきましょう。

５． 組合総会での決議

  管理組合を法人にする決議と管理規約を法人用に改定する決議はどちらも総会の特別決議事項

です。議決件数と組合員人数の４分の３以上の多数決が必要です。

６． 法人設立登記

  法人にすることを決定した組合総会から２０日以内に管理組合の事務所がある地域の法務局に

法人設立登記をしなければなりません。

通常、行政書士に依頼しているようですが、登記手続はそんなに大変なものではなく、法務局でも

親切に説明してくれますので、組合の役員や管理会社の担当者でも自分で登記することができ

ます。費用もほとんどかかりません。

当日になって、あれがない、これが不足している、といったことは多いものです。

何よりも充分な日にちの余裕を持って手続することが肝要です。

以上

マンション管理適正化法施行規則改定の詳報掲載予定

  マンション管理適正化法施行規則改定の公布が平成２１年５月１日に行われ、平成２２年５月１日から

施行されます。（国土交通省令第３５号）

財産の分別管理（適正化法第７６条）の管理法の変更など、来年からは注意すべきことが含まれており

ますので、本誌新春号で詳細を掲載する予定です。
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˗͈

・水漏れ工事の支払についてのトラブル

・改修工事の方法・業者選定方法について、理事長の行動に対する不信。

・雑排水菅の改修工事に関して

・建替え問題の費用負担

・ペット飼育

・総会の実質の参加者が尐なく、いつも同じ顔ぶれである。出席率をあげるには？

・不在区分所有者から管理費増額の提案が総会に出され可決された。有効か？

・駐車場使用料を値上げして近隣価格に近づけたい。できるか？

・議決書、委任状の体裁について？

・管理会社から大規模修繕の見積りが出されたが高いのでは？

・管理規約の改正の方法。役員の権限について？

・区分所有者の高齢化に伴い役員も高齢化していて、実務に支障が出ている。改善方法？

・管理委託費が高いので、管理会社を変更したい。数社から見積りも取ったが、区分所者に周知されて

いない。今後の進め方を？

・増圧直結方式のメリットは？

・地デジについて？電波障害について？

等がありました。

今回の全国無料相談月間では、上記のような相談が寄せられました。

このような当会主催の無料相談会へ一度も参加されていない会員は、ぜひ一度会場まで来て実際の

生の声に触れてみていただきたいと思います。

○第3回全国マンション管理士合同研修会in福岡

 開催日時  平成２２年　１月２３日（土）１０：００～１７：００

 場　　所  福岡市健康づくりセンター「あいれふ」１０階ホール

 　福岡市中央区舞鶴２丁目５－１

 主催  一般社団法人日本マンション管理士会連合会

 HPアドレス  http://www.nikkanren.org/index.html
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○マンション管理士法定講習

 開催日時  第１回　　平成２１年１１月１１日（水）

 第２回　　平成２２年　１月２６日（火）　

 第３回　　平成２２年　３月　６日（土）

 場　　所  札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市　　１６会場

 問合せ先  財団法人マンション管理センター試験研修部

 　TEL:03-3222-1578  

 HPアドレス  http://www.mankan.org/html/kousyu_annai.html

˗̝͛ȑ

・７月８日理事会を開催しました

　１）　全国一斉マンション管理士相談日について

　２）　「一般社団法人日本マンション管理士会連合会」臨時総会について

　３）　「一般社団法人日本マンション管理士会連合会」理事立候補について

　４）　「一般社団法人日本マンション管理士会連合会」第3回合同研修会について

　５）　事業報告について

・８月５日理事会を開催しました

　１）　日管連からの連絡について

　２）　全国一斉マンション管理士相談月間の運営について

　３）　日管連通常総会出席について

　４）　第3回合同研修会福岡大会の推進について

　５）　会計帳簿の外部委託について

　６）　相談受付業務の問題点について

　７）　新入会員の審議について

　８）　前期会費未納会員について

・９月９日理事会を開催しました

　１）　日管連第1回通常総会の報告について

　２）　国交省モデル事業、相談に係る事業について

　３）　国交省モデル事業、人材育成・研修に係る事業について

　４）　佐賀市常設相談会について

　５）　事務所当番について

　以上の諸事項を協議し、決定しました。
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ᶤǫƫ̝ǧȏȑ 四つ☆会は会員相互研修の場

『四つ☆会』とは、会員相互の研修及び若手会員の実務育成機関として

２年前に発足したもので、常時10～15名の会員が研修会に参加しています。

皆様もぜひ一度ご参加下さい。お待ちしています。

月別研究テーマ

  月 テ ー マ

  7月 標準管理規約をもう一度見直そう

  8月 斡旋・調停・仲裁の違い

  9月 適正化法施工規則（省令）改正（収納方式）について

 10月 適正化法施工規則（省令）改正による月次会計報告書について

  ＬＥＤ照明について

 11月 大規模改修における「保証」について（予定）

 12月 大規模改修における「保証」について（予定）

本会の会員のみなさまを順次ご紹介いたします（敬称略）

会員名 金澤　良次

住　所 北九州市小倉南区

近況と管理士会へひとこと

一級建築士の資格を持っている。

現在は、建設会社へ勤務している。マンション管理には

従事していないが、過去にマンションの設計、建築に

携わった経験が多くある。機会があれば活用したい。
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会員名 山下　龍一

住　所 佐賀県佐賀市

近況と管理士会へひとこと

不動産会社を経営している。

福岡県マンション管理士会理事として微力ながら貢献

していきたい。佐賀県内で多くの会員を募り組織化を

図りたい。マンション管理をもっと勉強し、今後の業務に役立てたい。

会員名 石橋　正光

住　所 福岡市西区

近況と管理士会へひとこと

西区のマンションに居住しているマンションで理事長等

を経験、現在理事。ＮＰＯ福岡県マンション管理士会

には相談会・マンション管理士派遣等で協力惜しまない。

大規模修繕などもいろいろ指導をお願いしたい。

会員名 久永　丈夫

住　所 福岡県春日市

近況と管理士会へひとこと

自称、経理・財務のエキスパートと自負している。

居住しているマンションであらゆる役員を経験した。

宅建も取得している。現在は会社生活を定年で退職しフリー。

マンション管理士会には事務所当番等でささやかながら貢献していきたい。

会員名 吉村　秀信

住　所 北九州市門司区

近況と管理士会へひとこと

現在、居住しているマンションの理事長をしている。

居住マンションは県福管連に加盟、個人的に福管連に

入会している。現在はいろんなセミナー・会合に参加しマンション管理の学習に励んでいる。
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新しく次の方が会員になられました。

成田  勝也  様

石川  浩史  様

皆様よろしくお願いします。

マンション管理および建築工事事業を行っておられる次の方が賛助会員に登録されました。

株式会社ダイワサービス

株式会社非破壊調査ＳＳＴ研究所

宜しくお願い致します。

̝ᴣǜȚҹ

► Ṳ̝Ƕ ̝ᴣǜȚșҹ ǞǭǋȅǠƳ
ǞǖǶ ǵ șǛ ǖǧǜǋƳ

http://www.fukuoka-mankai.com/
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後期会費を未納の会員さんは振込みをお願い致します。

なお、本年４月から振込先が下記に変更になっていますのでご確認ください。

名義：特定非営利法人福岡県マンション管理士会

振込先：福岡銀行 本店営業部 (普)  ５８６２０４１

西日本シティ銀行 天神支店 (普)  ２７８６１０４

宜しくお願いいたします。

編集後記

◎ 前回まで担当していたＧ理事が病気、代理を引受けたものの今度は私が病気入院！

予定より1ｹ月ズレ込んだ。ごめんなさい。次回は春号の予定です。(Ｋｗ)

◎ 相談会やマンション訪問などを通じて、あまりにも基本を無視した管理がいまだに横行している

現実をみるたびに管理士の重要さを痛感。でも、まだまだ管理士は理解されていないことも。（Ｉ）

◎ 当会の行事と日管連モデル事業からみの行事が重なり、事務局としててんてこ舞い。

皆様のご協力で、大きなイベントは来年１月の合同研修会となりました。今後も多大のご協力

をお願いします。（Ａ）

◎ 今回はいろいろな行事と重なり、編集が遅くなってしまった。次回はもっと計画的に作業をした

いと思います。（Ｋｋ）
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